
象
知
識
で
あ
る
が
、
台
風
の
風
は
、
進
行
方
向
の
西
よ
り
も
東
側
の
方
が

強
い
。

台
風
通
過
中
の
火
事

八
月
十
日
の
台
風
の
と
き
、
中
村
平
左
衛
門

は
、
倒
れ
そ
う
な
役
宅
か
ら
避
難
す
る
に
あ

た
っ
て
、
念
入
り
に
火
の
元
を
確
認
し
た
上
で
戸
外
に
出
て
い
る
（『
中

村
平
左
衛
門
日
記
』
前
掲
現
代
語
訳
）。
こ
れ
は
、
倒
壊
し
た
家
屋
か
ら
火

が
起
こ
る
こ
と
を
恐
れ
た
か
ら
で
あ
り
、
も
し
火
が
起
こ
れ
ば
猛
烈
な
風

に
煽
ら
れ
、
大
変
な
火
災
に
な
り
か
ね
な
い
。
あ
せ
る
気
持
ち
を
抑
え
、

火
の
元
の
確
認
を
し
た
彼
の
行
動
は
全
く
正
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
で
あ
る
。
こ
の
台
風
の
と
き
、
仲
津
郡
大
橋
村
で
ま
さ
し

く
そ
の
最
悪
の
事
態
が
発
生
し
た
。

八
月
十
日
午
前
二
時
ご
ろ
、
大
橋
村
南
横
町
川
越
の
吉
太
郎
宅
が
倒

壊
。
住
人
の
吉
太
郎
と
そ
の
母
は
無
事
で
あ
っ
た
が
、
間
も
な
く
倒
壊
し

た
家
屋
か
ら
火
災
が
発
生
し
た
。
火
は
折
か
ら
の
強
い
南
風
に
煽
ら
れ

て
、
み
る
み
る
う
ち
に
北
東
方
向
へ
延
焼
し
、
年
貢
等
を
保
管
す
る
御
蔵

所
（
現
行
橋
小
学
校
付
近
に
所
在
）
ま
で
も
焼
き
尽
く
し
た
の
で
あ
る
。

具
体
的
被
害
は
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。
①
御
蔵
所
三
軒
、
②
御
蔵
所
御

門
二
か
所
、
③
御
番
所
（
御
蔵
所
の
番
所
か
）
一
軒
、
④
御
蔵
所
の
諸
道

具
全
て
焼
失
、
⑤
住
宅
一
三
九
軒
、
⑥
稲
屋
四
九
軒
、
⑦
土
蔵
五
軒
、
⑧

馬
屋
二
二
軒
、
⑨
寺
院
三
軒
、
⑩
庫
裏
二
軒
、
⑪
鐘
堂
一
か
所
、
⑫
門
（
寺

院
の
門
か
）
二
か
所
、
⑬
社
（
金
毘
羅
社
か
）
一
か
所
、
⑭
一
四
町
八
反

余
の
田
畑
作
物
が
火
勢
に
よ
り
枯
死
（
国
作
手
永
大
庄
屋
文
政
十
一
年
日

記
八
月
十
日
条
）
。
大
橋
村
の
戸
数
は
、
当
時
三
七
三
軒
で
あ
っ
た
か
ら
、

全
体
の
三
七
％
を
超
え
る
民
家
が
焼
失
し
た
こ
と
に
な
る
。
ま
さ
し
く

「
大
火
」
で
あ
っ
た
。

第
三
節

人
別
改
帳
に
み
る
村
と
村
人

人

別

改

人
別
改
は
享
保
六
年
（
一
七
二
一
）
将
軍
徳
川
吉
宗
に

よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
人
口
調
査
で
、
第
二
回
が
五
年
後

の
享
保
十
一
年
（
一
七
二
六
・
午
年
）
に
行
わ
れ
、
以
後
は
明
治
初
年
ま

で
六
年
に
一
度
、
子
年
と
午
年
に
全
国
一
斉
の
人
口
調
査
が
続
け
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
。
そ
の
調
査
の
た
び
ご
と
に
作
成
さ
れ
る
各
村
の
人
別
改
帳

に
は
、
戸
別
に
家
族
の
年
齢
、
名
前
、
出
身
地
が
記
さ
れ
て
お
り
、
年
齢

統
計
や
通
婚
圏
に
加
え
、
村
人
た
ち
の
名
前
に
つ
い
て
調
べ
る
の
に
適
し

て
い
る
。
た
だ
、
男
性
の
場
合
は
全
員
実
名
が
記
さ
れ
る
が
、
既
婚
女
性

の
場
合
は
実
名
が
記
さ
れ
ず
、「
女
房
」「
母
」「
伯
母
」「
祖
母
」
の
よ
う

に
、
戸
主
と
の
続
柄
の
み
記
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
別
改
帳
を
使
っ

た
場
合
、
女
性
の
名
前
が
限
定
的
に
し
か
把
握
で
き
な
い
こ
と
に
な
る

（
未
婚
の
若
年
層
を
中
心
に
し
か
把
握
で
き
な
い
）。

現
勝
山
町
域
に
属
す
る
村
々
に
つ
い
て
い
え
ば
、
明
治
三
年
（
一
八
七

〇
）
に
作
成
さ
れ
た
久
保
手
永
人
別
改
帳
が
現
存
す
る
の
で
、
そ
れ
を
使

用
し
て
、
明
治
に
入
っ
て
間
も
な
い
こ
ろ
の
村
と
村
人
の
様
子
を
う
か

が
っ
て
み
よ
う
。
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人数 人数 

0 0 1

10
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（歳） 

1 2 3 4 5 6 7 8 
（人） 

2345678 
（人） 

男 女 

男
女
年
齢
別

人
口
構
成

旧
久
保
手
永
で
、
現
在
勝
山
町
に
属
し
て
い
る
一
一
か

村
（
菩
提
村
、
飛
松
村
、
平
尾
村
、
図
師
村
、
上
久
保
村
、

中
久
保
村
、
下
久
保
村
、
新
町
村
、
上
野
村
、
下
田
村
、
御
手
水
村
）
の
明

治
三
年
時
点
に
お
け
る
年
齢
別
（
数
え
年
齢
）
人
口
構
成
は
表
５
―
４４
〜

５
―
５４
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
一
一
か
村
を
合
わ
せ
た
年
齢

別
人
口
構
成
は
表
５
―
５５
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
定
年
齢
の
死
亡
率
を
殊
更
に
高
め
る
よ
う
な
要
因
、
例
え
ば
流
行
病

（
乳
幼
児
・
高
齢
者
の
死
亡
率
が
高
く
な
る
）
や
戦
争
（
青
年
男
子
の
死
亡

率
が
高
く
な
る
）
が
な
け
れ
ば
、
年
齢
別
人
口
構
成
は
、
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型

に
あ
る
程
度
近
く
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、
表
を
み
る
と
そ
の
よ
う
に
な
っ

て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
特
に
、
人
口
が
一
〇
〇
名
前
後
の
小
規
模
村

の
場
合
、
表
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
が
い
び
つ
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
サ

ン
プ
ル
（
人
口
）
が
少
な
い
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
一
一
か
村
を

ま
と
め
た
表
５
―
５５
を
み
る
と
、
一
五
〜
二
〇
年
の
周
期
で
人
数
の
多
い

年
齢
層
が
繰
り
返
し
表
れ
て
い
る
。
似
た
よ
う
な
傾
向
は
築
城
郡
で
も
確

認
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（『
椎
田
町
史
』）。

出
産
年
齢

一
一
か
村
に
お
け
る
出
産
年
齢
の
分
布
は
表
５
―
５６
〜

５
―
６６
の
と
お
り
で
あ
る
。
単
純
に
、
母
親
の
年
齢
と

子
ど
も
の
年
齢
か
ら
出
産
年
齢
を
割
り
出
し
た
の
だ
が
、
人
別
改
帳
か
ら

は
、
実
子
・
養
子
の
見
分
け
が
つ
か
な
い
た
め
、
十
歳
前
後
の
よ
う
な
、

あ
ま
り
に
低
年
齢
の
場
合
は
養
子
や
後
妻
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
断
っ

て
お
き
た
い
。

表５―４４ 明治３年（１８７０）菩提村の男女・年齢別人口構成

表５―４４～５―６６、５―６８～５―６９は明治３年久保手永人別改帳（御内家旧蔵文書）より作成
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表５―４５ 明治３年（１８７０）飛松村の男女・年齢別人口構成

表５―４６ 明治３年（１８７０）平尾村の男女・年齢別人口構成
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10
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203040 
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20 30 40 
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表５―４７ 明治３年（１８７０）図師村の男女・年齢別人口構成

表５―４８ 明治３年（１８７０）上久保村の男女・年齢別人口構成
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1
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23456789 
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（人）　

表５―４９ 明治３年（１８７０）中久保村の男女・年齢別人口構成

表５―５０ 明治３年（１８７０）下久保村の男女・年齢別人口構成
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人数 
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表５―５１ 明治３年（１８７０）新町村の男女・年齢別人口構成

表５―５２ 明治３年（１８７０）上野村の男女・年齢別人口構成
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表５―５３ 明治３年（１８７０）下田村の男女・年齢別人口構成

表５―５４ 明治３年（１８７０）御手水村の男女・年齢別人口構成
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表５―５５ 旧久保手永・現勝山町域１１か村の男女・年齢別人口構成（明治３年・１８７０）

表５―５６ 菩提村の出産年齢分布（明治３年・
１８７０）

表５―５７ 飛松村の出産年齢分布（明治３年・
１８７０）

表５―５８ 平尾村の出産年齢分布（明治３年・
１８７０）

表５―５９ 図師村の出産年齢分布（明治３年・
１８７０）
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表５―６０ 上久保村の出産年齢分布（明治３年・
１８７０）

表５―６１ 中久保村の出産年齢分布（明治３年・
１８７０）

表５―６２ 下久保村の出産年齢分布（明治３年・
１８７０）

表５―６３ 新町村の出産年齢分布（明治３年・
１８７０）

表５―６４ 上野村の出産年齢分布（明治３年・
１８７０）

表５―６５ 下田村の出産年齢分布（明治３年・
１８７０）
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出
産
人
数 

出産年齢 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 
（歳） 

（人） 

村
外
婚
割
合 

村人口 

30

40

50

60

70

80

0 100 200 300 400 500 600 （人） 

（％） 

現
代
に
比
し
て
昔
は
「
早

婚
多
産
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ

る
が
、
実
際
に
は
二
十
歳
代

後
半
に
ピ
ー
ク
が
あ
り
、
三

十
歳
代
に
も
高
い
山
が
あ

る
。
ま
た
、
四
十
歳
代
中
ご

ろ
ま
で
の
出
産
は
、
特
に
珍

し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
こ

と
が
分
か
る
。

村
内
婚
・
村
外
婚

築
城

郡
八

田
手
永
の
元
治
元
年
（
一
八

六
四
）
人
別
改
帳
の
分
析
で

は
、
一
村
内
に
お
け
る
村
内

婚
・
村
外
婚
の
構
成
比
率
に

関
し
、
表
５
―
６７
の
よ
う
な

傾
向
が
判
明
し
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
縦
軸
に
村
外
婚
比

率
、
横
軸
に
村
人
口
、
一
〇

％
／
一
〇
〇
人
を
一
・
〇
と

し
た
グ
ラ
フ
上
に
お
い
て
、

村
内
婚
・
村
外
婚
の
比
は
、

村
の
人
口
が
増
加
す

る
と
約
三
〇
度
の
傾

斜
で
村
外
婚
比
率
が

減
少
し
て
い
る
。
久

保
手
永
の
一
一
か
村

の
村
内
婚
・
村
外
婚

比
率
も
、
お
よ
そ
こ

の
傾
向
に
当
て
は

ま
っ
て
い
る
（
表
５

―
６８
）。
村
の
規
模

が
小
さ
い
と
村
外
婚

比
率
が
高
く
な
る
理

由
は
、
次
の
二
つ
が

考
え
ら
れ
る
。
①
村

人
口
が
少
な
け
れ
ば

結
婚
適
齢
期
の
人
口

も
少
な
く
、
村
外
に

結
婚
相
手
を
求
め
る

し
か
な
か
っ
た
、
②
人
口
が
少
な
い
村
で
村
内
婚
を
繰
り
返
せ
ば
、
近
親

婚
の
可
能
性
が
高
く
な
る
等
の
理
由
で
、
小
さ
な
村
ほ
ど
村
外
に
結
婚
相

手
を
求
め
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
村
の
大
小
に
よ
る
村
外
婚
・
村
内
婚
比
率

の
違
い
を
、
自
然
な
結
果
と
み
る
か
（
①
）、
意
識
的
な
結
果
と
み
る
か

表５―６６ 御手水村の出産年齢分布（明治３年・
１８７０）

表５―６７ 村の人口と村外婚比（築城郡八田手永
の例）

松尾家旧蔵文書より作成

表５―６８ 旧久保手永・現勝山町域１１か村の村内婚・村外婚比
（明治３年・１８７０）

村外婚比

８７．０％

５０．０％

６３．２％

７７．３％

７０．７％

９２．３％

１００．０％

７０．８％

８６．５％

８５．７％

７９．５％

村外婚の数

２０

５

１２

１７

７０

１２

１８

４６

３２

１２

３１

村内婚比

１３．０％

５０．０％

３６．８％

２２．７％

２９．３％

７．７％

０．０％

２９．２％

１３．５％

１４．３％

２０．５％

村内婚の数

３

５

７

５

２９

１

０

１９

５

２

８

人口

９６

６３

１０５

１００

４６４

４８

９１

３１３

１９３

６５

１８７

菩 提 村

飛 松 村

平 尾 村

図 師 村

上久保村

中久保村

下久保村

新 町 村

上 野 村

下 田 村

御手水村
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（
②
）
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
現
段
階
で
は
こ
れ
以
上
の
分
析
を
す

る
材
料
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。
想
像
で
は
あ
る
が
、
①
・
②
の
理
由

が
融
合
し
て
、
小
村
に
な
る
ほ
ど
村
外
婚
比
率
が
漸
増
す
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

人
別
改
帳
と

村
人
の
名
前

現
代
、
日
本
人
の
名
前
は
氏
（
苗
字
）
と
名
か
ら
な
る

こ
と
が
法
定
さ
れ
て
い
る
が
、
江
戸
時
代
、
庶
民
が
苗

字
を
名
乗
る
こ
と
は
原
則
と
し
て
許
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
明
治
政
府
も

当
初
は
禁
じ
て
い
た
が
、
戸
籍
編
成
に
先
立
っ
て
、
明
治
三
年
（
一
八
七

〇
）
九
月
に
苗
字
使
用
許
可
の
太
政
官
布
告
を
出
し
た
。
旧
小
倉
藩
（
当

時
豊
津
藩
）
の
場
合
、
領
内
に
そ
の
こ
と
を
通
知
し
た
の
は
、
同
年
十
二

月
中
旬
で
あ
る
。

人
別
改
帳
な
ど
で
村
人
の
名
前
に
つ
い
て
調
べ
て
ゆ
く
と
、
特
に
中
規

模
以
上
の
村
で
、
村
内
に
同
名
者
が
何
人
も
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
例
え

ば
表
５
―
６９
は
、
明
治
三
年
上
久
保
村
（
当
時
の
人
口
四
一
一
名
）
の
人

別
改
帳
か
ら
、
同
じ
名
前
の
村
人
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
た
も
の
で
あ
る
。

村
と
い
う
基
本
的
な
生
活
単
位
の
中
に
、
こ
れ
だ
け
同
一
名
の
人
間
が
い

た
こ
と
に
驚
か
さ
れ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
人
別
改
帳
に
は
既
婚
女
性

の
実
名
が
記
さ
れ
な
い
の
で
、
女
性
の
同
一
名
は
も
っ
と
多
か
っ
た
可
能

性
が
あ
る
。

①
幼
名
と
改
名

表
５
―
６９
の
男
性
欄
を
よ
く
見
て
い
た
だ
き
た
い
。
男
性
の
場
合
、
全

員
の
実
名
が
分
か
る
の
で
、
表
に
示
し
た
の
が
同
一
名
の
全
て
と
い
う
こ

と
に
な
る
が
、
年
齢
の
部
分
を
見
る
と
、
多
く
が
若
年
層
で
あ
る
こ
と
に

気
づ
く
。
こ
の
傾
向
は
、
上
久
保
村
だ
け
で
な
く
、
わ
り
と
広
く
見
ら
れ

る
傾
向
で
、
村
内
同
名
者
の
多
く
が
乳
幼
児
〜
青
年
期
の
者
に
集
中
す
る

の
で
あ
る
。

そ
れ
は
こ
う
い
う
理
由
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
代
日
本
の
法
制

表５―６９ 明治３年上久保村における同じ名前の村人

女

１７

１２

※数字は数え年齢

１３

１１

２４

５３

１７

１３

９

２０

１６

３

２２

２１

２５

１９

１８

１８

１５

３７

１７

８１

３

３

１３

１１

３

６

１４

３

２

４

１４

１１

７

１４

１２

き よ

き く

つ る

ひ さ

ふ し

う ら

か め

こ ま

す き

な み

ふ て

ふ み

ま つ

み ね

も よ

男

２１４

７

１０

２８

６４

１３

８

１６

５０

１１

２

６

２

１８

４０

１３

４

１１

３０

９

平 治

市太郎

菊太郎

喜 八

庄 平

多 吉

鶴 松

留 吉

与 七

己 六

４ 人

３ 人

２ 人
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で
は
、
出
生
時
に
届
け
出
た
名
前
を
一
生
名
乗
り
続
け
る
こ
と
が
実
質
原

則
化
し
て
お
り
、
改
名
す
る
な
ら
、
そ
れ
な
り
の
手
続
き
を
と
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
明
治
時
代
よ
り
前
、
一
人
の
人
間
が
一
生
同

じ
名
前
を
名
乗
る
こ
と
は
、
ま
ず
な
か
っ
た
。
少
な
く
と
も
一
回
、
十
五

歳
か
ら
二
十
歳
の
時
期
に
行
う
元
服
に
際
し
、
子
ど
も
時
代
の
名
前＝

幼

名
（
童
名
と
も
）
を
大
人
の
名
前
に
変
え
た
。

男
性
の
場
合
、
若
年
層
に
多
い
同
一
名
と
は
、
こ
の
幼
名
の
こ
と
な
の

で
あ
る
。
ど
う
せ
大
人
に
な
っ
た
ら
名
前
を
変
え
る
の
だ
か
ら
、
よ
そ
の

家
の
子
ど
も
と
同
じ
で
も
構
わ
な
い
、
と
い
っ
た
具
合
に
、
あ
る
程
度

「
い
い
加
減
」
な
付
け
方
を
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
逆
に
、
成
人
に
同

一
名
の
者
が
少
な
い
の
は
、
同
じ
村
に
同
じ
名
前
で
は
差
し
支
え
が
あ
る

の
で
、
慎
重
に
避
け
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

な
お
、
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
久
保
手
永
人
別
改
帳
を
み
る
と
、
人

口
が
一
〇
〇
人
に
も
満
た
な
い
よ
う
な
小
村
で
は
、
子
ど
も
に
も
同
名
者

が
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。
こ
れ
は
、
た
ま
た
ま
そ
う
な
の
で
は
な
く
、
小
規

模
村
で
は
、
た
と
え
子
ど
も
で
あ
っ
て
も
、
同
じ
名
前
に
な
る
こ
と
を
極

力
避
け
て
い
た
証
し
で
あ
ろ
う
。

②
女
性
の
改
名

こ
こ
ま
で
は
男
性
の
場
合
だ
が
、
女
性
の
場
合
は
改
名
の
実
態
が
よ
く

分
か
っ
て
い
な
い
。
前
述
の
よ
う
に
人
別
改
帳
を
使
っ
た
場
合
、
既
婚
女

性
は
実
名
が
伏
せ
ら
れ
る
の
で
、
改
名
の
確
認
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

今
後
、
別
の
方
法
・
史
料
を
使
っ
て
調
べ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
た
だ
、

人
別
改
帳
で
実
名
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
未
婚
女
性
に
限
っ
て
み
て
も
、

改
名
し
て
い
る
例
を
い
く
つ
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ

て
、「（
女
性
の
場
合
は
）
出
生
時
に
つ
け
ら
れ
た
名
前
を
原
則
と
し
て
大

人
に
な
っ
て
か
ら
も
変
え
な
い
。
変
え
る
の
は
嫁
ぎ
先
の
家
族
や
親
族
に

同
名
や
似
た
名
前
の
女
性
が
い
る
場
合
な
ど
で
、
あ
く
ま
で
例
外
に
す
ぎ

な
い
」
と
い
う
見
解
（
大
藤
修
『
近
世
村
人
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
』）
は
正

し
く
な
い
。

③
通
称
と
諱

一
生
の
う
ち
に
何
度
も
改
名
す
る
習
俗
は
、
明
治
以
降
、
戸
籍
制
度
が

敷
か
れ
る
中
で
失
わ
れ
た
が
、
一
人
の
人
間
が
通
称
と
諱
（
本
名
）
と
い

う
複
数
の
名
前
を
持
つ
習
俗
も
、
明
治
以
降
に
失
わ
れ
て
い
っ
た
も
の
で

あ
る
。

諱
は
「
忌
み
名
」
の
語
意
で
、
軽
々
し
く
名
乗
る
こ
と
を
「
忌
む
（＝

避
け
る
、
嫌
う
）」
も
の
で
あ
る
。
本
名
を
名
乗
る
こ
と
を
避
け
る
習
俗

は
、
日
本
を
含
む
東
ア
ジ
ア
や
ア
フ
リ
カ
な
ど
、
世
界
各
地
に
見
ら
れ
た

も
の
ら
し
い
。
本
当
の
名
前
を
知
ら
れ
る
と
魂
が
奪
わ
れ
る
、
と
い
う
考

え
方
が
根
底
に
あ
る
の
だ
と
い
う
。
家
系
図
や
人
別
改
帳
な
ど
に
「
女
」

「
母
」「
女
房
」
な
ど
と
し
か
記
さ
れ
な
い
の
も
、
性
差
別
と
し
て
の
と

ら
え
方
だ
け
で
な
く
、「
本
名
を
知
ら
れ
る＝

魂
を
奪
わ
れ
る
↓
軽
々
し

く
名
乗
る＝

は
し
た
な
い
」
へ
と
派
生
し
た
「
忌
み
名
」
の
習
俗
が
関
係

し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

男
性
が
通
称
と
本
名
を
使
い
分
け
た
の
も
、
本
来
的
な
意
味
が
忘
れ
ら
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れ
が
ち
で
は
あ
っ
た
が
、
や
は
り
本
名
は
「
忌
み
名
」
で
あ
る
と
い
う
考

え
方
が
根
底
に
あ
っ
た
。
一
生
の
う
ち
で
何
度
も
改
名
す
る
の
は
社
会
生

活
で
用
い
る
通
称
の
方
で
、
表
立
っ
て
名
乗
る
こ
と
の
な
い
（
あ
る
い
は

少
な
い
）
本
名
を
変
え
る
の
は
ま
れ
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
た
だ
、
庶
民
層

に
お
い
て
、
通
称
と
本
名
の
両
方
を
持
つ
の
は
、
富
裕
層
や
中
世
土
豪
な

ど
の
系
譜
を
持
つ
（
あ
る
い
は
持
つ
と
自
称
す
る
）
人
々
に
限
ら
れ
て
い

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

な
お
江
戸
時
代
、
成
人
男
性
の
名
前
（
通
称
と
本
名
を
も
つ
場
合
は
通

称
の
方
）
に
は
、
古
代
律
令
制
の
「
右
衛
門
」「
左
衛
門
」「
兵
衛
」
と

い
っ
た
官
名
に
由
来
す
る
名
前
が
好
ま
れ
た
。
と
言
う
よ
り
、
そ
の
画
一

的
な
名
前
の
囲
い
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
た
、
と
言
う
べ
き
だ
ろ

う
。
王
政
復
古
の
明
治
維
新
、
紛
ら
わ
し
い
と
の
理
由
で
、
官
名
由
来
の

名
前
は
し
ば
ら
く
使
用
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
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